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＊１�公害防止協定：公害防止の一手法して地方公共団体または住民と企業との間で締結される協定をいいます。公害防止協定は、地域に応
じた公害防止の目標値の設定や具体的な公害対策の明示ができるなど、法令に基づく規制を補完する性格があります。

第２節　環境を意識した事業活動の推進

１　企業等における環境活動の促進【環境政策課】� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）環境活動に関する最新関連情報の提供
　県では企業等などに対し、メールマガジンの配信
や情報誌等の発行、イベントの開催などにより環境
活動に関する最新関連情報を提供し、環境活動の資
質向上を支援しています。詳細は、本章第３節�環
境情報の収集・提供をご参照ください。

（２）公害防止協定＊1

　公害防止協定は、地域の状況や個別事業所の操業
内容に応じたきめ細かい環境保全対策を盛り込むこ
とができ、法律や条例による一律的な規制を補完す
るものとして有効な手段です。
　県では、県が造成し、維持管理する工業団地であ
るテクノポート福井に立地する事業所または広範囲
な地域に環境影響を及ぼすおそれのある事業所との
間で、公害防止協定の締結を進めています。
　協定では、事業所の操業形態等に応じた公害防止
対策を規定するとともに、立入検査や公開の原則、
住民に損害を与えた場合の無過失損害賠償責任につ
いても規定を設け、公害防止対策の実効性の担保な
どを図っています。
　公害防止協定を締結している事業所数は、令和５
年12月末現在で計72事業所となっています。
　また、多くの市町においても、公害防止協定や環
境保全協定を締結しており、その件数は、令和５年
３月末現在、13市町433件となっています。

（３）福井の環境を守るための資格取得支援事業
　令和５年度から新たに、環境ふくい推進協議会の
企業または団体会員を対象として、資格を取得する
際の必要経費を補助する事業を開始しました。対象
となる資格は、公害防止管理者等の環境法令の遵守
に役立つ資格や自然観察指導員等の自然体験教室の
内容充実に役立つ資格で、これらの有資格者を増や
すことで福井県の豊かな自然環境の保全を促進する
事が目的となっています。
　事業初年度は、企業会員から公害防止管理者資格
の取得について、団体会員からはプロジェクトワイ
ルドエデュケータ―研修について申請がありまし
た。
　補助対象となる資格の種類や申請書の様式など、
本事業の詳細については、協議会ホームページをご
確認ください。

図5-2-1　福井の環境を守るための資格取得支援事業の概要
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・自然体験教室や環境教室等の内容充実に役立つ資格
（森林インストラクター、 NEALリーダー　など）

・環境法令の遵守や省エネの実践等に役立つ資格
（公害防止管理者、うちエコ診断士　など）

①資格試験の受講料および登録料の3分の2（100円未満切り捨て）

②講習の受講料および登録料の3分の2（100円未満切り捨て）

※ひとつの団体または企業会員につき通算５万円が上限
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（４）環境マネジメントシステム
① 福井県庁環境マネジメントシステム
　県では、環境に配慮した社会経済システムの構築
を推進するため、平成12年４月に本庁舎等におい
て福井県庁環境マネジメントシステムの運用を開始
し、同年11月にISO14001の認証を取得しました。
さらに、平成15年11月には出先機関等に対象を拡
大して認証を更新し、県自らの活動および施策の策
定・実施に伴う環境負荷の低減に努めてきました。
　平成18年度からは、本システムの見直しを行い、
新たな認証登録を行わず、県の行政機構にふさわし
い効率的なシステムに移行しています。新しいシス
テムは、省エネを中心としたエコオフィス活動に重
点化し、部局ごとに電気・水等の削減の目標値を定
め、目標達成に向けた取組みを積極的に行っていま
す。

　平成27年４月には県立病院にも対象を拡大して
います。
　本システムにおいて集計したエネルギーの使用量
は、省エネ法定期報告書により、毎年度国へ報告し
ています。
　令和４年度の本システムにおける実績は、表のと
おりです。
　また、取組みの結果は、内部の環境管理委員会お
よび外部の専門家を交えた審査委員会で協議を経
て、そのプロセスを含め公表する等、システムの強
化を図っています。

表5-2-2　福井県庁環境マネジメントシステムにおける実績

項　　　　　　　目 令和3年度 令和4年度 前年度比
増減率

ガソリン［L］（オフィス業務+特殊業務+敷地外施設） 6 ,785 .0� 6 ,472 .5� △4 .6%

軽油［L］（船舶除く） 53 ,311 .0 57 ,707 .2 8 .2%

電気［kWh］ 11 ,238 ,183 .0 11 ,452 ,150 .0 1 .9%

空調等燃料［L］（灯油＋A重油） 721 ,081 .0 685 ,976 .0 △4 .9%

空調等燃料[m3]（LPG＋LNG＋都市ガス） 20 ,505 .5 18 ,532 .0 △9 .6%

上水道［ｍ3］ 181 ,463 .2 184 ,256 .9 1 .5%

地下水［ｍ3］ 10 ,756 .5 37 ,329 .1 247 .0%

可燃ごみ［kg］ 139 ,719 .2 132 ,008 .6 △5 .5%

不燃ごみ［kg］ 42 ,090 .9 35 ,728 .9 △15 .1%

コピー用紙［kg］ 82 ,793 .6� 83 ,400 .0� 3 .7%
　※　対象範囲は、本庁、出先機関および教育機関です（県立大学・県警本部は除く）。
　※　数値は、小数第 2位で四捨五入して表示しています。
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　県では、公共工事を行う場合、計画、施工の各段
階で、環境への配慮事項を検討し、実施しています。
特に、一定規模以上の事業の計画段階については、
庁内各課による環境配慮型公共工事検討委員会＊1�

を開催し、多方面の検討を行っています。
　令和４年度には、12事業について検討を行い、
環境にやさしい方法で今後の事業を実施することと
しています。
　事例として、令和４年度に当委員会に報告された
「広域河川改修工事　一級河川天王川」について環
境配慮の実施状況を以下に示します。

① 事業の概要
　当河川は、越前町南西部の山間部から中心市街地
を経て一級河川日野川に合流する一級河川です。当
事業の改修区間の流下能力は上流部で300m3/s(確
率規模�１/ ３程度)と極めて低く、平成10年９月の
台風７号においては越水による床上・床下の浸水被
害が生じているほか、近年では漏水被害も確認され
ています。このことから河川改修により流下能力を
300m3/sから550m3/s(治水安全度�１/ ３→１/20 )
に向上させることとしています。

② 野生生物への配慮
　設計段階において、良好な自然環境を保全・再生
するため、原則としてコンクリートが表面に出ない
ように配慮し、また、水生生物が育成・生息しやす
い河岸形状とするよう設計しました。
　具体的には、護岸工に覆土型連節ブロックを採用
し、ブロックを既存堤防の表土で覆土することで、
植物の繁茂を容易にし、従前の自然植生環境の回復
を図りました。
　また、護岸の際に寄石を施工することで水生生物
が育成・生息しやすい河岸形状としていきます。

③ 水環境等への配慮
　河川内の工事にあたっては、大型土のうや鋼矢板
等、濁水が発生しにくい構造物で仮締切を行うとと
もに、仮締切内部に湧水がある場合には、沈殿槽を
設け、汚濁水を直接河川へ排水しないようにするな
ど、河川の水質汚濁防止に努めています。

自然環境の回復状況

覆土型連接ブロック（高水護岸覆土前）

既存堤防の表土による覆土（高水護岸覆土後）

＊１�環境配慮型公共工事検討委員会：県が行う公共事業について、自主的な環境配慮を行うために、平成12年７月に庁内の公共事業関係課
および環境関係課等機関で組織されました。

（５）環境配慮した公共事業等の推進【土木管理課】
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④「河内川ダム建設事業」
ア 事業の概要
　河内川ダムは熊川宿のほど近くに位置し、若狭町
や小浜市などを流域とする北川水系において度々発
生してきた水害を契機として、洪水による被害を軽
減するために建設されました。
　当ダムは、洪水時の流量調節のほか、ダムに貯め
た水を農業用水として使っています。また、再生可
能エネルギーである、小水力発電設備を有してお
り、ダムからの放流水を利用して水力発電を行って
います。

イ 希少植物の移植
　ダムにより水没する区域内に自生する希少植物
（県域準絶滅危惧Ⅱ類）がダムの建設によって消失
しないよう、区域外への移植を行いました。
　移植先は、自生地と条件が近い場所を選定し、移
植後も定期的なモニタリングを実施して、植物の活
着状況を確認しました。

⑤ 光害の防止
　河内川ダムの工事では夜間も作業を行いますが、
工事中の夜間照明等による生態系への影響を極力防
止するために、フードルーバー付きの照明を採用し、
照射領域を低減しました。また、現場事務所の窓に
はカーテンを設置し、明かりが外に漏れないように
しました。

自生地の希少植物

移植後の希少植物

フードルーバーの効果イメージ

フードルーバーによる光害防止効果
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（１）環境影響評価
① 環境影響評価制度
　環境影響評価（環境アセスメント）は、事業者が、
土地の形状の変更や工作物の新設など環境に大きな
影響を及ぼすおそれのある事業等の計画や実施に当
たり、その事業が環境にどのような影響を及ぼすか
について、あらかじめ調査、予測および評価を行い、
その結果を公表して、自治体や県民等の意見を聴い
た上で、環境の保全について適正な配慮を講じよう
とするものであり、環境汚染の未然防止のための重
要かつ有効な手段です。
　十分な環境配慮が必要な大規模事業については、
国では環境影響評価法などに基づいて、本県では法
対象外事業や事後調査手続を追加した「福井県環境
影響評価条例」によって、環境面から事業者の適切
な対応を誘導することとしています。

② 環境影響評価の実施状況
　令和４年度は、環境影響評価法に基づく「風力発
電所の設置の事業」について、計画段階環境配慮書
１件が提出され、令和３年度に提出された環境影響
評価準備書２件と合わせて審査を行いました。

表5-2-3　環境影響評価等審査件数の推移
年　�　　度 H30 R1 R2 R3 R4

環境影響評価法
配慮書 2 5 4 1 1
方法書 2 2 5 0 0
準備書 0 0 0 2 0

環境影響評価条例
配慮書 1 1 0 0 0
方法書 1 1 0 0 0
準備書 0 0 2 0 0

合　　　　計 6 9 11 3 1
� （注）件数は図書送付日を基準に集計しています。

③ 環境影響評価に関する情報の提供
　環境影響評価に関する制度やこれまでに実施され
た環境影響評価事例に関する情報などを、県の環境
情報に関するホームページ「みどりネット」を通じ
て提供しています。

https://www.erc.pref.fukui.jp/info/assess

（２）環境保全の事前審査
　許認可等において、県が関与する様々な手続きに
際して、環境保全の観点から必要な調整を実施して
います。また、各種事業等の実施の基盤となる計画
策定などに際しても、環境の保全の観点から事前審
査を行っています。

① 許認可等に際しての環境配慮
　国土利用計画法に基づく土地売買等の届出や森林
法に基づく林地開発の許可など、県が関与する許認
可等の手続に際しては、環境に配慮した事業の実施
が行われるように行政指導を行うなど、必要な調整
を行っています。

② 計画策定等に係る環境配慮
　県環境基本条例第10条では、県が講ずる施策の
策定および実施に当たっては、環境の保全について
配慮するものと規定しています。
　このため、県では、土地利用基本計画や都市計画
等の策定・実施などに当たっては、環境の保全の見
地からの配慮が行われるよう必要な調整を行ってい
ます。

２　環境影響評価制度の推進【環境政策課】�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表5-2-4　許認可等および計画策定等に際しての環境配慮の調整件数（令和４年度）

許認可等に際しての
環境配慮

（75件）

・国土利用計画法に基づく土地売買等届出に係る事業者等への教示
・森林法に基づく林地開発許可申請・連絡調整に係る事業者等への教示
・廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置届出等に係る事業者等への教示
・採石法に基づく岩石採取計画認可申請に係る事業者等への教示
・砂利採取法に基づく砂利採取・洗浄計画等認可申請に係る事業者等への教示
・温泉法に基づく温泉掘さく・温泉動力装置許可申請に係る事業者等への教示
・鉱業法に基づく出願に係る事業者等への教示
・基地、埋葬時に関する法律に基づく基地等変更許可に係る事業者等への教示
・大規模小売店舗立地法に基づく届出に係る事業者等への教示

38
4
4
7
4
3
4
1
10

計画策定等に係る
環境配慮

（12件）

・公共工事環境配慮ガイドラインに基づく事業の計画段階に係る協議
・公共工事環境配慮ガイドラインに基づく事業の中間報告に係る協議
・公共工事環境配慮ガイドラインに基づく事業の完了報告に係る協議

3
8
1

合　　　　　　　　　　　　計 87
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（１）土地利用の適正化
① 土地利用の現況【土木管理課】
　令和４年度に実施した土地利用現況把握調査の
結果では、令和３年の県土の利用状況は、森林
74 .4 ％、農用地9.6 ％、宅地4.5 ％です。
　宅地、道路、その他を除いた自然的土地利用が県
土の約87 .4 ％を占めています。

（２）国土利用計画および土地利用基本計画等
� 【土木管理課、中山間農業・畜産課】
　本県では、県土の適正かつ合理的な土地利用を図
るため、国土利用計画法に基づき国土利用計画およ
び土地利用基本計画を定め、また土地取引の規制、
遊休土地の利用促進を行っています。
　さらに、都市計画法、農業振興地域の整備に関す
る法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の
法律に基づき様々な土地利用計画が定められ、土地
利用規制が行われています。

① 国土利用計画
　国土利用計画は、国、県および市町が長期的な視
点に立って、健康で文化的な生活環境の確保と国土
の均衡ある発展を図ることを基本理念に策定してい
ます。

② 土地利用基本計画
　土地利用基本計画は、国土利用計画（都道府県計
画）を基本とし、５地域（都市地域、農業地域、森
林地域、自然公園地域および自然保全地域）につい
て、土地利用の原則、５地域が重複する場合の調整
指導方針など、土地利用の調整等に関する事項を定
めるものです。この計画では、都市地域や自然保全
地域の特別地区が重複する場合は自然環境としての
保全を優先するなど、自然環境の保全にも配慮して
います。本県では、昭和50年５月に福井県土地利
用基本計画を策定し、その後おおむね毎年変更して
います。

③ 土地取引の規制
　地価の急激な上昇等に対する適切な措置を講じる
ため、土地取引を規制する制度として注視区域制
度、監視区域制度および規制区域制度が設けられて
います。本県では、現在これらに該当する区域はあ
りません。
　また、一定規模（市街化区域2,000 ㎡、その他の
都市計画区域5,000 ㎡、都市計画区域外10 ,000 ㎡）
以上の土地取引について、土地の取得者は、契約締
結後２週間以内に利用目的等を知事に届け出なけれ
ばならないことになっています。これを事後届出制
度といいます。この制度では、知事は、届出のあっ
た土地の利用目的を審査し、公表されている土地利
用計画に適合しない場合や著しい支障があると認め
られる場合は、土地の利用目的について必要な変更
を行うことを勧告することができます。
　令和４年は40件の届出があり、市町別では福井
市が最も多く25件、次いで越前市、坂井市がそれ
ぞれ４件でした。利用目的別では、生産施設26件、
商業施設６件、その他（住宅など）８件となってい
ます。地目別では、林地25件、宅地13件などでし�
た。

３　適正な土地利用の推進� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図5-2-5　自然的土地利用面積の対県土面積割合推移

図5-2-6　県土の土地利用構成（令和３年）
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　令和５年上半期における届出の件数は46件で、
市町別では、越前市20件、福井市７件などとなっ
ています。利用目的別では、生産施設28件、商業
施設８件、その他（資産保有など）３件などとなっ
ています。地目別では、田畑28件、宅地11件など
となっています。

④ 遊休土地の利用促進
　事後届出をした土地の所有者などが、取得後２年
以上その土地を未利用のまま放置した場合に、有効
な土地利用が必要と認められたとき、知事は、その
土地を遊休土地である旨を通知します。これを遊休
土地制度といいます。この制度では、所有者に積極
的な活用を求めるため、所有者に土地の利用処分計
画の届出をさせるほか、土地の有効かつ適正な利用
に必要な場合は土地利用審査会の意見を聴いて必要
な措置の勧告を行い、勧告に従わないときはその土
地の買取りの協議を行います。なお、令和４年は、
遊休土地はありませんでした。

⑤ 規模土地取得等の事前協議
　事後届出が必要な土地取得のうち、大規模な土地
取得（2�ha以上の宅地開発または10ha以上のゴル
フ場、スキー場、遊園地等のレクリエーション施設
等の土地取得）を行う場合は、福井県土地利用指導
要綱に基づき、土地取得者に対し契約締結前に知事
との事前協議を求めています。なお、令和４年は、
大規模な土地取得の事前協議はありませんでした。

⑥ 農業振興地域の整備に関する法律および
� 農地法に基づく規制
　各市町の農業振興地域整備計画で農業生産基盤整
備事業が施行された土地等を農用地区域として位置
付け、優良農地の維持・保全を図っています。
　また、農地法では、農地を農地以外のものにする
場合、知事（知事の権限移譲を受けた市町を含む。）
または農林水産大臣が指定する市町の許可が必要で
すが、農用地区域や集団的に存在する農地その他良
好な営農条件を備えている農地については、原則と
して許可できないこととされており、これらにより
優良農地の確保を図っています。

⑦ 地価調査の実施
　一般の土地取引などの価格の指標とするため、昭
和50年から地価調査を実施しています。
　令和５年は、７月１日を基準日として、基準地
214地点を調査しました。その結果、平均変動率は
前年と比較して全用途で▲0.8 ％となり、住宅地は
▲0.9 ％、商業地は▲0.8 ％と、下落傾向で推移し
ました。

⑧ 土地月間における広報活動の実施
　土地関係施策等についての県民の関心を高め、そ
の理解を深めるため、土地月間（10月）にポスター、
パンフレットの配布などを行いました。

図5-2-7　土地利用計画の概要図
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（３）都市計画【都市計画課】
　都市計画は、都市内の限られた土地を建築敷地、
基盤施設用地、緑地等に適正に配置することによ
り、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文
化的な都市生活および機能的な都市活動を確保しよ
うとするものです。
　都市計画は、その目的の実現には時間を要するも
のであり、本来的に長期的な見通しをもって定めら
れる必要があることなどから、あらかじめ長期的な
視点に立った都市・地域の将来像やその実現に向け
た大きな道筋（土地利用、市街地整備、自然的環境
の保全等）を示す都市計画マスタープランが策定さ
れています。
　都市計画マスタープランには、都市計画区域＊1

を対象として広域的・根幹的な都市計画に関する事
項を県が定める「整備、開発及び保全の方針（以
下「都市計画区域マスタープラン＊2」という。）」と、
都市計画区域マスタープランに即して、市町域を対
象として地域に密着した都市計画に関する事項を市
町が定める「市町都市計画マスタープラン＊3」があ
り、これらの都市計画に関するマスタープランの適
切な役割分担・相互連携により一体的な都市づくり
のビジョンが形成されています。
　本県においては、人口の減少、少子高齢化、財政
の硬直化、環境問題の顕在化等社会経済情勢が大き
く転換し、これまでの急速に都市が拡大する都市化
の時代から安定・成熟した都市型社会に移行してい
く中、より質の高い生活環境を形成し、都市の賑わ
いや潤いを維持・創出していくために、自然環境・
歴史・文化等の地域の個性を守り活かした「魅力的
な都市」、環境・経済・社会的に持続可能な「コン
パクトな都市」を目指して都市づくりを進めていく
ことが、都市計画区域マスタープランの中で示され
ています。�

　これら都市計画に関するマスタープランに即して
各種都市計画制度が活用されています。
　例えば、「区域区分」という都市計画の制度があ
ります。これは都市計画区域を、無秩序な市街化を
抑制し、計画的な市街化を図るために、既成市街地
や計画的に市街地整備を促進する「市街化区域」と
農地や里山等からなり市街化を抑制する「市街化調
整区域」区分するものであり、県内では福井都市計
画区域に適用されています。
　また、「地域地区」という制度では、都市計画区
域内における土地の利用を計画的に行うため、建物
の用途・形態、土地の区画形質の変更などの適正な
制限のもとに、居住環境の保全、商業・工業などの
利便増進、災害・公害の予防など、良好な都市環境
の確保を図るために用途地域等を定めており、県内
都市計画区域を有する14市町すべてに適用されて
います。また、その他用途地域を補完する地区とし
て、特別用途地区＊4、防火地域＊5および風致地区等
を適用することができます。
　さらに、地区レベルでは、地区の特性を活かした
市街地環境の維持・形成を図るために、建築物の用
途や形態および区画道路や公園等の地区施設の配
置・規模等に関するルールを規定し、これに基づい
て開発行為や建築物の建築をコントロール（届出・
勧告）する地区計画を適用することができます。
　この地区計画は、６市２町の34地区で適用され
ています。また、都市計画区域が指定されていない
地域においても、都市計画区域に準じて必要な土地
利用の規制・誘導が行える準都市計画区域＊6制度
が平成12年の法改正により創設され、本県でも１
区域が指定されています（数字は、令和５年12月
末時点のもの）。

＊１�都市計画区域：人口や産業が集積している市街地を含み、一体の都市として土地利用コントロール、市街地の整備および自然的環境の
保全を図っていく区域であり、本県では11区域が指定されています。

＊２�都市計画区域マスタープラン：すべての都市計画区域で、平成16年5月に策定、平成26年2月に改定されています。
＊３�市町都市計画マスタープラン：9市4町で策定されています。�
＊４�特別用途地区：地域の実態に応じてきめ細やかに用途をコントロールするために、用途規制をさらに規制または緩和する制度です。本
県では8市で15地区定められています。

＊５�防火地域：市街地における火災の危険を防除するために、防火性能の高い建築物の建築を義務付ける制度です。本県では、防火地域が
4市、準防火地域が7市1町で定められています。

＊６�準都市計画区域：そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都
市としての整備、開発および保全に支障が生ずるおそれがあると認められる区域において指定します。




